
１ 変更事項  

（１）愛本フィーダー線の運行形態の変更 

・定時定路線から予約式運行とする。 

（予約のあった便、区間（乗車バス停～降車バス停）） 

・同一便に複数の予約があった場合は、乗合で運行する。 

・乗車前日の 19時までに電話による予約が必要となる。（栗虫連絡線と同方式） 

・改正日は令和２年４月１日とする。 

（２）系統名の名称変更 

  「愛本フィーダー線」 ⇒ 「愛本連絡線」 

予約方式への変更を機に同方式で既に運行している栗虫連絡線と名称を統一し、

さらに利用者に名称をわかりやすくするため、名称を変更する。 

 

２．参考（路線図、時刻表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛本コミュニティタクシー（愛本フィーダー線） 
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